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研究要旨 

災害時にも有効な地域包括ケアシステムを構築する前提として、平時の地域包括ケアシ

ステムの充実が必要である。また平時の地域包括ケアシステムの充実だけでは災害時に有

効な地域包括ケアシステムにはならない。地域で災害時に有効な地域包括ケアシステムを

構築するためには災害医療の３つの視点にたった整備が必要である。すなわち、（１）急

激な環境変化への対応 （２）広域な環境変化への対応 （３）外部支援者との連携の３

点である。特に地域包括ケアが最小単位を中学校区などの地区・地域に根ざした概念であ

るため、広域かつ外部支援という視点が抜けやすい可能性がある。実際の災害時の災害対

応の中で、外部支援と地域資源との調整は急性期から慢性期への移行の際に必ず向き合わ

なくてはいけない課題となっている。災害医療の分野でも地域包括ケアを視野にいれた対

応が求められる。 
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Ａ  研究目的 

 災害時にも有効な地域包括ケアシステム

を構築するための基礎的な考察を行い、必

要な対応を検討する。 

 

Ｂ  研究方法 

 これまでの先行研究および災害対応の事

例をベースに検討を行う。 

 

Ｃ  研究成果 

（１） 先行研究調査 

 地域包括ケアと災害についてはさまざま

先行研究がある。小坂らは全国２０１３箇

所の地域包括支援センターに調査票を送り

１１０１箇所５４％から回答を得た。そ 

の結果、医療との連携も含め、地域包括支

援センターにおける災害対応が不十分な実

態が明らかとなった。また、平時の地域づ

くりから災害対応につながると考えられる

いくつかの先進事例の紹介をしている １）。 

 また認定 NPO法人災害福祉広域支援ネッ

トワーク・サンダーバードでは災害支援の

視点にたった地域包括ケアシステムの検討

を行なった。この中では全国に６つのモデ

ル地域を設定し、地域包括ケアの現状等を

確認した上で災害時のモデルプランを決定

し、机上演習を行ない課題の抽出を行なっ

た。２） 

（２） 最近の災害と地域包括ケア 

① 千葉県鴨川市 

鴨川市は房総半島に位置する人口約３. 

３万人の市である。以前より、地域包括

ケア先進地として知られている 3)。平成

１８年度より市直営の地域包括支援セン

ターを設置し、高齢者支援を行なってき

たが、地域の様々な問題を解決するため、

子どもから高齢者まで誰もが安心して生

活できる地域づくりとして、平成２４年

度より地域包括支援センターの機能拡充

を行い、ワンストップ相談窓口（福祉総

合相談センター）を設置した 4)。また災

害時避難行動要支援者対策を契機とし、



 

鴨川市災害医療検討会議にさまざまな職

種・組織を入れ込むことにより災害医療

と地域包括ケアシステムを連携させてき

た。（第７７回日本公衆衛生学会、福島県

郡山市、２０１８年１０月２４日、シン

ポジウム９「地域包括ケアと災害医療対

策」）。令和元年台風１５号災害において、

人的被害はなし、住宅全壊２棟、大規模

半壊２棟、半壊４２棟、一部損壊１７３

０棟であった )。避難所開設は最大で１２

箇所３４世帯４３人であった 5)。県内外

から保健師の派遣があり避難所や在宅避

難者の安否確認等を行なった。筆者は館

山市にある安房地域健康福祉センター等

で業務を行なっていたが、保健所の管轄

には鴨川市を含む３市１町が含まれる。

鴨川市は他市町より被害は少ない状況で

あったが「鴨川市はよくまとまっている」

という発言は各所で聞かれた。 

 

② 福島県 

令和元年１９年台風１９号災害では福島

県では３８名の死者が発生し、同災害で

最多の死者数を出すこととなった（直接

死３２名、間接死６名）。直接死の２１名

が６５歳以上であり、１８名が溺死であ

った。関連死６名は１名が５０歳代、５

名が６５歳以上であった 6)。多くが高齢

者であり、地域ケアとどのような関わり

があったのか現時点では不明である。 

 

③ 岡山県倉敷市真備町 

 平成３０年西日本豪雨で広範囲に冠水し

た。その後、発災から２ヶ月をめどに倉敷

市連合医師会が主催となり、行政、民生委

員、社会福祉協議会、NPO 団体、住民等が

集まり「倉敷の現状の課題を知り未来を考

える会」が開催された。その中で、地域全

体の BCPを考えることが重要であるとの指

摘から、２０１９年１０月に倉敷市連合医

師会と真備医師会が主催となり、病院・診

療所・介護・福祉施設等を含めた地域包括

ケアの中で地域連型 BCPを策定するための

ワークショップが開催された。その後、策

定した地域包括 BCP を元に机上訓練等を実

施する予定である。 

 

Ｄ  考察 

（１） 高齢化と地域包括ケア 

 本邦では２０２５年の高齢社会を見据え、

地域包括ケアの重要性が謳われ、各地域で

システムの構築が進められてきた。地域包

括ケアの基本的なコンセプトは「住み慣れ

た地域で自分らしく生きること」である。

一般的に平時における地域包括ケアの対象

は、個人としての住民である。また対象地

域は、住み慣れた地域である。対応する人々

は家族、地域専門職など概ね地域内で完結

する。また地域包括支援センターや介護職

員などのスタッフの不足が指摘されている。 

 

（２） 災害における高齢者の死者数 

 平成２３年に発生した東日本大震災では

福島、岩手、宮城の３県性別不詳、年齢不

詳を除いた死者数１万５３３１名のうち、

６０歳以上の死者数は１万８５名（６５．

８％）であったという 7)。このデータは警

察庁発表の資料をもとに作成されており、

警察が検視を行った件数を基本としている

ため、直接死の件数を反映していると考え

られる。 

 一方、東日本大震災における震災関連死

は同３県において福島県２２８６名、宮城

県９２８名、岩手県４６９名と報告されて

おり、６６歳以上はそれぞれ２０５８名、

８０８名、４０４名と報告されており、６

６歳以上の震災関死の割合は８８．８％を

占める 8)。平成２８年熊本地震においても

同様の傾向があり、これらのことから災害

時の死者数を減らすためには、災害時の高

齢者対策が重要なことが示唆される。 

 

（３） 平時の地域医療システムと災害時

地域医療システムの関係性 

 地域包括ケアシステムの平時、災害時を

考えるのはいささか難しい。まず地域医療



 

について平時と災害時を考えてみる。災害

医療は言い換えれば、ハザードによって影

響を受けた地域医療を回復させる試みであ

る。例えば充実した地域医療とはどのよう

な状況であろうか。住民がいつでも診療を

受けられる、基礎的な疾患は総合診療医等

がしっかりカバーし必要に応じ専門医の診

察を受けることができる、救急車は必要な

病院へ断られることなく患者を運ぶことが

できる、患者も救急車の適正利用を心がけ

不必要な救急要請を行わない、かかりつけ

薬局をもち薬の重複などがないというよう

な状況があげられよう。一方、災害時の地

域医療はどうか。災害によりいくつかの医

療機関はライフラインの影響を受け、職員

も被災する可能性がある。その一方で地域

住民も被災し、患者数が増える可能性があ

る。阪神・淡路大震災を契機に災害の医療

を充足させるため、言い換えれば地域医療

を守るために、特に急性期対応としてＤＭ

ＡＴ（Disaster Medical Assistance Team：

災害派遣医療チーム）育成、災害拠点病院

の設置、ＥＭＩＳ（Emergency Medical 

Information System）、広域医療搬送、災害

拠点病院でのＢＣＰ（Business Continuity 
Plan）策定などが計画され、実際の災害で

実施されてきた。 

 

（４） 災害対応の困難さ 

Gunn の定義 9)によれば災害とは「人と環

境との生態学的な関係における広域な破壊

の結果、被災社会がそれと対応するのに非

常な努力を要し、被災地域以外からの援助

を必要とするほどの規模で生じた深刻かつ

急激な出来事」と定義している。この定義

をもとに考えれば、災害対応の困難さは以

下の３点に要約される。（a）急激な環境変

化に関するもの（b）広域な環境変化に起因

するもの（c）外部支援に関するものである。 

まずに（a）ついて、災害により地域の変

化が急激になるため、応急的な判断と迅速

な対応が求められる。例えば病院の建物が

地震により倒壊のリスクが高まった場合、

患者を院内に残しておくことは難しいから

病院からの入院患者避難を行う必要がある、

などである。あらかじめそういった方策を

とる可能性があるという認識がなければ、

有事に円滑な判断と行動を起こすことが難

しい。 

次に（b）について、地域が広域に被災す

れば、地域内でさまざまな需要供給の不均

衡が発生し、それに対応するために何を優

先し対応するべきか、優先度の決定を行う

必要がある。例えば医療では、被災地域に

ＤＭＡＴが入り活動をする場合、まず優先

的に支援を行うのは災害拠点病院であり、

その次が一般病院である。それらの医療機

関の支援を中心に、避難所や老人施設等へ

の支援に入る計画としている。オペレーシ

ョン自体にも優先順位をつける必要があり、

トリアージともいうことができる。 

最後に(c)について、これまでの災害でさ

まざまな救護班が被災地に参集し、平時に

地域で活動しているメンバーだけでの対応

は難しい。各救護班の特性を活かした救護

活動を展開するために被災地域での調整機

能が必要であり、災害医療コーディネート

体制が整備されてきた。 

すなわち災害時の対応を検討する際には、

上記(a) 急激、(b) 広域、（c）外部支援の

３つの要素を加味した準備が重要である。 

ＤＭＡＴ育成や災害拠点病院、広域医療搬

送等は広域で急激な変化に対応するための

施策、またＥＭＩＳはこれらの状況を把握

し外部支援の投入を容易にするツールであ

り、ＢＣＰはこれらを含有した計画である

といえる。 

（５） 平時の地域包括ケアシステムと災

害時の地域包括ケアシステムの関係性 

地域包括ケアは「地域の実情に応じて、高齢

者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有

する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう医療、介護、介護予防、住まい及

び自立した日常生活の支援が包括的に確保

される体制 」と謳われる 10)。災害はその地域

を破壊するため、広域な災害ではその地域を



 

離れなくてはならない場合がある。実際に東

日本大震災では住民が県内外を含め自市町

村外への避難を余儀なくされた。例えば福島

県の指定市町村からの避難者は、要介護認

定や乳幼児健康診査等については原発避難

者特例法により、避難先自治体が特例事務と

して扱うこととなった。つまり災害時にはその人

らしく住み慣れた地域で生活することができな

い。 

これまでの先行研究では、各地域の包括ケ

アシステムを維持し災害時にその地域でい

かに対応できるかという点で検討が行われ

ていることが多く、その点では急激な変化

に如何に対応するかという視点はある程度

加味されている。しかし、その一方で、広

域な環境変化（中学校区や市町村を超えた

被災があった場合の対応）や外部支援を要

請し、外部支援と協働する仕組みの構築に

ついては、これから解決をしていかなくて

はいけない課題であると考えられる。 

実例として２０１４年に発生した長野神

城断層地震では、長野県白馬村堀内地区（８

６世帯２３０人）において３６棟が全半壊

した。ここでは住民らによる迅速な安否確

認と救助活動が行われることによって、死

者が発生しなかったとされている。これは

白馬の奇跡とよばれ、地域の共助による良

い例とされている 11)。一方で地域がまとま

るということは、外部との摩擦を生じる要

因となる可能性がある。より広域な被害で

外部支援が入る必要が生じた場合、地域住

民と外部支援者の摩擦をどのように調整す

るかといった視点は必要である。 

近年、救急医療の分野でも高齢者の救急搬

送や急性期治療が終了した時点での地域受

け入れの課題などから地域包括ケアへの注

目が高まっている 12)。また実際の災害対応

の中では、急性期から慢性期への移行の際

に外部支援者が必ず向き合わなくてはいけ

ない課題となっている。例えば避難所に長

期間残留せざるを得ない住民や応急仮設住

宅での対応など、地域資源との調整が必要

となる場合も多い。一方で被災地域で活動

するＤＭＡＴや災害医療コーディネーター

等が受講する隊員養成研修や技能維持研修、

災害医療コーディネート研修の中で地域包

括ケアシステムについて、現時点では扱わ

れていない。 

地域包括ケアシステム構築の中で災害対

応の枠組みを整理することは重要である。

一方で災害医療の分野、特に外部支援者と

なりうる医療班等においても地域包括ケア

を視野にいれた対応が求められる。もちろ

ん外部支援者も全国どこかの地域医療を担

う医療関係者であるので、平時の地域包括

ケアシステム構築に関わることが外部支援

者が被災地での地域包括ケアを意識した支

援につながる可能性はある。 

 

Ｅ  結論 

 災害時にも有効な地域包括ケアシステム

を構築する前提として、平時の地域包括ケ

アシステムの充実が必要である。また平時

の地域包括ケアシステムの充実だけでは災

害時に有効な地域包括ケアシステムにはな

らない。これは平時の地域医療の充実が、

必ずしも地域での災害医療の充実と一致し

ないのと同様である。 

地域で災害時に有効な地域包括ケアシス

テムを構築するためには災害医療の３つの

視点にたった整備が必要である。すなわち、

（１）急激な環境変化への対応  （２）

広域な環境変化への対応（３）外部支援者

との連携の３点である。特に地域包括ケア

が中学校区などの地区・地域に根ざした概

念であるため、広域かつ外部支援という視

点が抜けやすい可能性がある。地域包括ケ

アシステム構築の中で災害対応を強化する

具体的な方策としては（１）広域な環境変

化への対応：広域避難、その対応の検討な

ど （２）急激な環境変化への対応：人員

の再配置、必要物品の備蓄・放出の方法、

自助・共助の手段・方法の確認、伝達、そ

の訓練など （３）外部支援者との連携：

支援の要請、受援システムの構築、その訓

練、などがあげられよう。 



 

また急性期から被災地に入る医療班もそ

の被災地における地域包括ケア体制への配

慮が必要であり、教育・研修等でも扱う必

要があると考えられる。 
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